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ご投資家の皆様へ 

 

「投資信託説明書（交付目論見書）」は必ずお読み下さい。 

「投資信託説明書（交付目論見書）」には、投資目的、投資方針、投資に伴うリスクなど、皆様

が購入を検討されている投資信託商品「エース新小型成長株オープン」について重要な事項

が記載されています。この「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容についてご不明な点が

ございます場合には、販売会社までお問い合わせいただきますようお願い致します。 

 

 

本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 

目論見書には、お申込みの際にあらかじめまたは同時に交付される投資信託説明書（交付目論見書）と、

ご投資家の皆様から請求があった場合に交付される投資信託説明書（請求目論見書）があります。 

 

 

1.   この目論見書により行う「エース新小型成長株オープン」の受益権の募集については、委託会社は、
金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成22年1月28日に関東財務局長に提出

しており、その届出の効力は平成22年1月29日に生じております。 

2.  金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書（「請求目論

見書」といいます。）は投資家による請求により交付され、請求を行なった場合は、投資家自らその旨

の記録をしておくべきであるとされます。 

3． 「エース新小型成長株オープン」の受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている金融商
品の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべてご投資家の皆様に帰属しま

す。 

   4． 当ファンドは値動きのある金融商品に投資を行なう為、基準価額は日々変動します。したがって、

当ファンドの運用成果（基準価額）は運用実績により変動し、投資した資産の減少を含むリスクは当

ファンドの受益者に帰属します。  

5． 投資信託は預金・金融債・保険契約ではなく、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象では

ありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。投資信託の設定・運用は、

投資信託委託会社が行います。 
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【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山本 平 

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号 

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券

に係るファンドの名称】   
エース新小型成長株オープン 

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券 

の金額】 
継続申込期間：200 億円を上限とします。 

【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。 
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エース新小型成長株オープン（愛称：グランドスラム・ジャパン） 
商品分類 追加型投信／国内／株式 

投資の基本方針         

 

この投資信託は、ファミリーファンド方式により、わが国の金融商品取引所上場株式のう

ち小型株を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運

用を行います。 

主な投資対象         主として、「フォルティス日本小型株オープンマザーファンド」の受益証券を投資対象と

します。 

主な投資制限 親投資信託への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割

合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

投資リスク 株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元

金が保証されているものではありません。 

信託期間 無期限です。 

決算日 決算日は原則として毎年4月28日と10月28日です。該当日が休業日のときは、翌営業

日を決算日とします。 

収益分配方針 分配金額は、配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額から諸経費を差

し引いた額の範囲内で委託会社が決定します。分配金額決定に際しては、基準価額

の水準などを勘案して分配します。また、分配対象収益が少額の場合には分配を行わ

ないこともあります。 

お申込日 毎営業日にお買付けのお申込みができます。ただし、当日の受付時間は午後3時まで

とします。 

お申込単位 ①一般コース：１万口以上１万口単位 

②自動けいぞく投資コース：１万円以上１円単位 

お申込金額 取得申込受付日の基準価額に、お申込手数料（お申込手数料に対する消費税相当

額を含みます）を加えた合計金額です。 

お申込手数料 取得申込受付日の基準価額に 3.15％（税抜 3％）を上限として販売会社が定めた料率

を乗じて得た金額（１口当たり）とします。お申込手数料に係る消費税および地方消費税

がかかります。 

※詳しくは販売会社もしくはお申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 

途中換金 お申込みの販売会社にて解約によるご換金が毎営業日できます。ただし、当日の受付

時間は午後3時までとします。一般コース（１万口以上１万口単位）でお申込みいただい

た場合は、１万口単位、自動けいぞく投資コース（１万円以上１円単位）でお申込みいた

だいた場合は1口単位のご換金となります。お受け取り代金は、原則として、ご請求受付

日より5営業日目からお支払いします。 

信託財産留保額         解約請求受付日の基準価額に対して0.5％を乗じて得た金額です。 

信託報酬 固定報酬：信託財産の純資産総額に対して年率1.26％（税抜年1.2％）とします。 

実績報酬：決算日前日における基準価額が、過去の決算日における最も高い基準価

額を超えた部分について、同差額の21％（税抜年20％）を実績報酬として受領します。

上記の信託報酬及び信託報酬に係る消費税等は、毎計算期末または信託終了時のと

きに信託財産中から支弁します。 

受渡日 買付け代金の受渡は、お申込日から起算して5営業日目までとし、解約代金の受渡は、

原則としてお申込日から起算して5営業日目からとします。 
※ ご投資家の皆様におかれましては、商品内容を十分にご理解のうえ、お申込みくださいます様、お願い申し上げます。 

※ 詳細は、販売会社窓口にてお尋ね下さい。 
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運用の特色 
投資対象 

主として、「フォルティス日本小型株オープンマザーファンド」の受益証券（以下、「親投資信

託」といいます。）を投資対象とします。 

投資態度 

①親投資信託受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向等によ

っては組入比率を引き下げることもあります。また、市況動向によっては有価証券への直接投

資を行うこともあります。 

②株式以外の資産への実質投資割合（親投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、

この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として信託財産の総

額の 30％以下とします。 

③親投資信託の運用に関してはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言

を受けます。 

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支

障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用がで

きない場合があります。 

 

＜マザーファンドの投資方針＞ 

投資対象 

わが国金融商品取引所上場株式のうち小型株を主要な投資対象とします。 

投資態度 

①企業業績、株価ともに今後の成長性に注目し、潜在成長力が高いと見込まれる革新的な高成

長企業の株式を厳選して分散投資します。 

②組入銘柄の選定にあたっては企業訪問によるボトムアップ・リサーチを基本とし、（イ）中長期高

成長戦略の有無、妥当性、（ロ）短期的業績の信頼性、（ハ）企業経営者の理念、志、（ニ）財

務面の裏付けなどを中心に成長性、収益性、安全性、革新性、株価水準を総合的に評価判

断します。 

③株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の総額の 30％以下とします。 

④なお、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が

運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような

運用ができない場合があります。 
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リスク要因 
「エース新小型成長株オープン」は、「フォルティス日本小型株オープンマザーファンド」の受益証

券を通じて主として株式などの値動きのある証券に投資するため、組入れ証券の価格の変動に伴

うリスクがありますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではあ

りません。また、収益および投資利回り等も未確定な商品です。信託財産に生じた利益および損失

は、すべて受益者であるお客さまに帰属します。 

＜ファンドのもつリスク要因＞ 

当ファンドの投資対象には、新興企業の株式が多く含まれます。一般に新興企業の株式は、発行

済株式時価総額及び取引される株式数が少なく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありま

せん。こうした株式への投資はボラティリティ（価格変動率）が比較的高く、概ね価格変動は大きくな

る傾向があります。主なリスクの分類につきましては、以下の通りです。 

①価格変動リスク 

  一般に株価は、国内外の政治・経済情勢などの影響を受けて大きく変動します。株式の価格変

動または流動性の予想外の変動があった場合、当ファンドに重大な損失が生じるリスクがありま

す。 

②流動性リスク 

組入れられている株式の市場規模や取引量が少ないために、売却する際に市場実勢から期待

される価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクがあります。 

③ビジネスリスク 

一般に、投資した企業の経営等に重大な危険が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生

じるリスクがあります。 

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 

 

＜その他の留意事項＞ 

◆解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク 

解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファンド

の基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては基準

価額が大きく変動する可能性があります。 

◆ファミリーファンド方式に関わる留意点 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とするマザーフ

ァンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マ

ザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。 

◆システムリスク・市場リスクなどに関する留意点 

証券市場は、国際的な経済事情の急変または予測が不可能な天災地変、経済事情の変化、テロ行為

等、コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により市場の閉鎖や急激な市況変動

が起こることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、

一時的に取得・換金ができなくなることもあります。 

※ 以下は投資信託についての一般的な留意事項になります。 

◆投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

◆投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

◆投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 
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ご投資の手引き 
お申込方法 販売会社の営業日であれば、いつでもお買付けができます。お買付けのお申込みの受付

時間は、原則として午後3時までです。当該受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日

の受付とさせていただきます。 

お申込金額と価

額 

分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」お買付の２つお買付

けお申込方法があります。ただし、お申込みの販売会社によってそれぞれ異なりますので、

販売会社窓口にてお問い合わせ下さい。 

「一般コース」 

お買付けは、１万口以上１万口単位（当初元本１口＝１円）です。 

お買付け代金は、お買付け金額（お買付け申込日の基準価額×お買付け口数）に、お申

込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額となります。 

「自動けいぞく投資コース」 

お買付けは、１万円以上１円単位です。ただし、収益分配金の再投資については1口単位

とします。お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を、お買付け代金から

差し引かせていただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。 

お申込手数料 取得申込受付日の基準価額に3.15％（税抜3％）を上限として販売会社が定めた料率を

乗じて得た金額（１口当たり）とします。お申込手数料に係る消費税および地方消費税がか

かります。※詳しくは販売会社もしくはお申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 

基 準 価 額

  

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および委託会社が指

定する販売会社で入手できます。基準価額は、フォルティス・アセットマネジメント株式会

社のホームページ（www.fortis-am.com）でご覧になれます。また、基準価額は翌日の日

本経済新聞に掲載され、販売会社でもお知らせしております。 

分配金 毎計算期末に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 

決算日は、毎年4月28日と10月28日（休業日の場合は翌営業日）です。 

ファンドの分配金は、前記の「収益分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託

会社の判断により分配を行わない場合もあります。 

分配金の受取方法には２つの方法があります。 

「一般コース」分配金は、税金控除後の金額をお支払いします。 

「自動けいぞく投資コース」分配金は、税金控除後の金額が、自動的に無手数料で再投

資されます。詳細は、販売会社窓口にてお尋ね下さい。 

ご換金 お申込みの販売会社で、１万口単位（「自動けいぞく投資コース」を選択された場合は１口

単位）でご換金できます。ご換金のお申込みの受付時間は午後3時までとします。解約代

金は、原則としてご請求受付日より5営業日目からお支払いします。お手取り金額は、以下

の通りとなります。 

①解約価額が個別元本以下の場合 

お手取り金額は解約によるご換金の金額と同じになります。 

②解約価額が個別元本を上回る場合 

解約価額と個別元本の金額との差に、所得税および地方税(※)が課税されます。お手

取り金額は、解約によるご換金の金額から上記課税金額を差し引いたものになります。 

＊解約価額＝解約請求受付日の基準価額－信託財産留保額（基準価額の0.5％） 

＊個別元本とは、お客さまのお買付申込み時の基準価額をいいます。 

※税金に関しての詳細は次頁の「ファンドにかかる費用と税金について」をご覧下さい。 

ご換金についての詳細は、販売会社窓口にてお尋ね下さい。 

運用報告書 委託会社は、毎期決算後、期間中の運用状況等を記載した「運用報告書」を毎年の決算

時および償還時に作成し、販売会社を通じてご報告させていただきます。 



 

ファンドの概要  エース新小型成長株オープン   

ファンドにかかる費用と税金について 
≪ご投資家に直接ご負担いただく費用と税金≫ 
時期 項目 費用・税金 

お買付時 お申込手数料 

取得申込受付日の基準価額に3.15%（税抜3.0%）を上限として販

売会社が定めた料率を乗じて得た金額（1口当たり）とします｡ 

当該お申込手数料に係る消費税及び地方消費税が含まれま

す｡ 

収益分配時 
所得税および 

地方税 

普通分配金に対して以下の税率が適用されます。 

≪個人のご投資家≫ 

■ 平成23年12月31日までは税率10％が適用（所得税7％及び

地方税3％） 

平成24年1月1日以降は税率20％（所得税15％及び地方税

5％）となる予定です。 

 ≪法人のご投資家≫  

■平成23年12月31日までは税率7％（所得税7％のみ）が適用 

平成24年1月1日以降は税率15％が適用（所得税15％のみ）

となる予定です。 

信託財産留保額 
解約請求受付日の基準価額に対して0.5％を乗じて得た金額

です。 

ご換金時 

償還時 所得税および 

地方税 

≪個人のご投資家≫  

解約価額および償還価額の譲渡益（解約価額および償還価額

から取得費を控除した利益をいいます。）については、譲渡所

得に対して以下の税率が適用されます。 

■平成23年12月31日まで税率10％が適用（所得税7％及び地

方税3％） 

平成24年1月1日以降は税率20％（所得税15％及び地方税

5％）となる予定です。 

≪法人のご投資家≫ 

解約時および償還時の個別元本超過額に対して以下の税率

による源泉徴収が行われます。 

■平成23年12月31日まで税率7％（所得税7％のみ）が適用 

平成24年1月1日以降は税率15％が適用（所得税15％のみ）

となる予定です。 

※課税に関しての詳細は「第二部 ファンドの情報 第１【ファンドの状況】 ４【手数料等及び税金】（5）【課税

上の取扱い】」をご覧下さい。 
 

 

 

 

 

上記は、平成22年1月28日現在の税法に基づきます。税法が改正された場合は、上記の内容が変更にな

ることもあります。詳細は、お取扱いの販売会社またはお近くの税務署等にお問い合わせください。課税関

係のお取扱いに関しましては税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 



 

ファンドの概要  エース新小型成長株オープン   

≪ファンドで間接的にご負担いただく費用≫  
◆信託報酬 

固定報酬：信託財産の純資産総額に対して年率 1.26％（税抜年 1.20％）とします。 

実績報酬：決算日前日における基準価額が、過去の決算日における最も高い基準価額を超えた

部分について、同差額の 21％（税抜年 20％）を実績報酬として受領します。 

上記の信託報酬及び信託報酬に係る消費税等は、毎計算期末または信託終了時のときに信託

財産中から支弁します。 

◆信託財産留保額 

  解約請求受付日の基準価額に対して 0.5％を乗じて得た金額とします。 

◆その他の費用               

＜信託事務の諸費用＞ 

・信託財産に関する租税 

・信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※1） 

・有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書等の法定書類等の作成及び印刷

費用（※2） 

・信託事務の処理に要する諸費用 

＜売買・保管等に要する費用＞ 

・ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料等 

・先物・オプション取引に要する費用 

・その他の金融商品取引に要する費用 

＜資金の借入れ＞ 

信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った

場合の当該借入金の利息等 

＜その他＞ 

・受託会社の立て替えた立替金の利息 

・当該各費用に係る消費税相当額 

 

委託会社は、前記の監査費用（※1）及び法定書類等の費用（※2）をあらかじめ合理的に見積もっ

たうえで、信託財産の純資産総額に対して年率 0.105％（税抜 0.10％）を上限とする額を、かかる

費用の合計額とみなし、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが出

来ます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の

年率を見直して、これを変更することができます。 

 

※その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがある為、当該

費用および合計額（上限額等を含む）を表示することが出来ません。 

 

   上記ファンドで間接的にご負担いただく各当該費用に係る信託報酬、その他の費用の合計額、上

限額、計算方法等は、保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時、請求時に初めて

具体的な金額を認識するものがあったりすることから、予め具体的な金額等を記載することはでき

ません。 



 

 

 

第一部【証券情報】 

（１）【ファンドの名称】 

   エース新小型成長株オープン 

（愛称：グランドスラム・ジャパン 以下「ファンド」といいます。） 

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 

A. 追加型株式投資信託の受益権です。 

B. 格付は取得していません。 

 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいます。）の規

定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「（11） 振替機関に関する事項」に記載の

振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい

い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を

「振替受益権」といいます。）。委託会社であるフォルティス・アセットマネジメント株式会社

は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

（３）【発行（売出）価額の総額】 

継続申込期間：200億円を上限とします。 

 

（４）【発行（売出）価格】 

継続申込期間：取得申込受付日の基準価額とします。 

 

（５）【申込手数料】 

取得申込受付日の基準価額に3.15％（税抜3％）を上限として販売会社が定めた料率を乗じて得た

金額（1口当たり）とします。 

 

（６）【申込単位】 

一般コース：1万口以上1万口単位 

自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 

 

（７）【申込期間】 

申込期間：平成22年1月29日から平成23年1月28日まで 

なお申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

（８）【申込取扱場所】 

次の販売会社で取扱います。 

エース証券株式会社    大阪市中央区本町2丁目6番11号 

 

（９）【払込期日】 

受益権の取得申込者は、販売会社の定める期日（詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。）まで

に取得申込代金を販売会社において支払うものとします。 

販売会社は、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額を追加信託の行われる日に委託会

社の口座を経由して受託会社のファンドにかかる口座に払込みます。 

 

（10）【払込取扱場所】 

次の販売会社で取扱います。 

エース証券株式会社    大阪市中央区本町2丁目6番11号 

 

 



 

 

 

（11）【振替機関に関する事項】 

振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

（12）【その他】 

①お申込みの方法 

受益権取得のお申込みは、販売会社に取引口座を開設のうえ当ファンドのお申込みを行うことに

よって成立します。販売会社は、お申込みの成立までに、「総合取引約款」（または「累積投資

約款」）および当ファンドの「目論見書」等を提示、お渡しいたします。 

継続申込期間においては、取得申込に係る金額を当該販売会社に指定された日までにお支払い下

さい。 

②日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

③振替受益権について 

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記

載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 



 

 

第二部【ファンド情報】 

第1【ファンドの状況】 

1【ファンドの性格】 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

①ファンドの目的 

この投資信託は、ファミリーファンド方式により、わが国の金融商品取引所上場株式のうち小型株

を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 

②ファンドの基本的性格 

当ファンドは、追加型投信／国内／株式に属するものです。 

下記は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する方針」に基づき記載しております。当ファンド

が該当する商品分類及び属性区分に網掛けで表示しております。 
＜商品分類表＞ 

単位型/追加型（※1） 投資対象地域（※2） 投資対象資産（収益の源泉）（※3） 

単位型 

追加型 

国  内 

海  外 

内  外 

株  式 

債  券 

不動産投信 

その他資産 

資産複合 

（※1） 追加型投信とは、一度設定されたファンドであってもその後、追加設定が行われ従来の信託

財産とともに運用されるファンドをいいます。 

（※2） 投資対象地域による区分で国内とは、目論見書又は投資信託約款において、組入資産による

主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

（※3） 投資対象資産による区分で株式とは、目論見書又は投資信託約款において、組入資産による

主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

 

＜属性区分表＞ 

投資対象資産（※4） 決算頻度 投資対象地域（※5） 投資形態 

株式 

   一般/大型株/中小型株 

債券 

   一般/公債/社債 

   その他債券 

   クレジット属性 

不動産投信 

その他資産 

（投資信託証券（株式・中小型株）） 

資産複合 

資産配分固定型/資産配分変更

型 

年1回 

年2回 

年4回 

年6回 

（隔月） 

年 12 回 

（毎月） 

日々 

その他 

グローバル 

日本 

北米 

欧州 

アジア 

オセアニア 

中南米 

アフリカ 

中近東（中東） 

エマージング 

ファミリーファンド 

 

ファンド・オブ・ファンズ 

（※4） 投資対象資産による区分でその他資産とは、株式、債券、不動産投信（リート）以外の投資

対象資産とし、当ファンドでは「フォルティス日本小型株オープンマザーファンド」の受益

証券を主な投資対象資産とし、マザーファンドを通じて中小型株の株式を実質投資対象資産

とします。 

（※5） 投資対象地域による区分で日本とは、目論見書又は投資信託約款において組入資産による投

資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

  

※商品分類・属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会の下記のインターネットホーム

ページをご参照下さい。http://www.toushin.or.jp/ 

 

 

 

 



 

 

（２）【ファンドの仕組み】 

A ファンドの関係法人 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

証券投資信託契約 

委託会社と受託会社との間で、証券投資信託契約を締結しております。信託契約期間は契約締結

日から信託終了の日または信託契約解約の日までとなっております。 
 

投資信託受益権の取扱い等に関する契約 

委託会社と販売会社との間で、受益権の募集、売り出しの取扱いおよび収益分配金、償還金の支

払等に関する契約を締結しております。契約期間は、1年毎の更新となっており、委託会社、販売

会社双方から期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されま

す。自動延長の取扱いについても同様です。 
 

投資顧問契約 

委託会社と投資顧問会社との間では、投資顧問契約を締結しております。契約期間は、1年毎の更

新となっており、委託会社、投資顧問会社双方から期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のな

いときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取扱いについても同様です。 
 

B 委託会社等の概況 

本書提出日現在

の資本金の額  

4億円 

沿革 

  

平成 4年 1月 コメルツ・インターナショナル投資顧問株式会社設立 

平成 4年 4月 証券投資顧問業の登録 

平成 6年 5月 投資一任契約に係る業務の認可 

平成 9年11月 コメルツ投信投資顧問株式会社に商号変更 

平成 9年12月 証券投資信託委託業の免許（平成10年法改正により認可）取得 

平成19年11月 フォルティス・アセットマネジメント株式会社に商号変更 

平成20年10月 フォルティス・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併 

エース新小型成長株オープン 

証券投資信託契約 
フォルティス・アセット 
マネジメント株式会社 

 
信託財産の運用業務等、目論見書
及び運用報告書の作成等 

 

三菱UFJ信託銀行株式会社 
 

信託財産の保管、管理業務 

委託会社 

エース証券株式会社 
 
受益権の募集の取扱い、一部解約の
実行の請求の受付け、収益分配金、
償還金および一部解約金の支払い等 

販売会社 

受託会社 

 
エンジェルジャパン・ 

アセットマネジメント株式会社 
 
運用に関する情報提供および 
投資助言等 

投資顧問会社 

投資顧問契約 投資信託受益権の取扱い等に関する契約

フォルティス日本小型株オープンマザーファンド 

マザーファンド 

ファンド 



 

 

大株主の状況  （本書提出日現在）

株   主   名 住     所 所 有 株 数 所 有 比 率

Fortis Investment Management SA 

フォルティス・インベストメン

ト・マネジメント・エスエー 

Avenue de l'Astronomie14, 

1210 Brussels, Belgium 

ベルギー王国1210ブリュッセル

アストロノミー通り14 

8,000株 100％ 

 

２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

＜当ファンドの投資方針＞ 

A 運用方針 

この投資信託は、ファミリーファンド方式により、わが国の金融商品取引所上場株式のうち小型株

を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 

B 投資態度 
 ①親投資信託受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向等によっては

組入比率を引き下げることもあります。また、市況動向によっては有価証券への直接投資を行うこ

ともあります。 

 ②株式以外の資産への実質投資割合（親投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投

資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として信託財産の総額の30％以

下とします。 

③親投資信託の運用に関してはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を

受けます。 

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元金が運用に支障をき

たす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合

があります。 

＜親投資信託の投資方針＞ 

A 運用方針 

この投資信託は、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引

所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取

引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を

行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）上場株式の

うち小型株を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 

B 投資態度 

①企業業績、株価ともに今後の成長性に注目し、潜在成長力が高いと見込まれる革新的な高成長企業

の株式を厳選して分散投資します。 

②組入銘柄の選定にあたっては企業訪問によるボトムアップ・リサーチを基本とし、（イ）中長期高

成長戦略の有無、妥当性、（ロ）短期的業績の信頼性、（ハ）企業経営者の理念、志、（ニ）財務

面の裏付けなどを中心に成長性、収益性、安全性、革新性、株価水準を総合的に評価判断します。 

③株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の総額の30％以下とします。 

④なお、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に

支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができ

ない場合があります。 
 

（２）【投資対象】 

①主としてフォルティス・アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社

を受託会社として締結された「フォルティス日本小型株オープンマザーファンド」の受益証券のほ

か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ

る権利を除きます。）に投資することを指図します。 
1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 



 

 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引

受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号に定め

るものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法

第2条第1項第7号に定めるものをいいます。） 

9. 特定目的別会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号に定めるものをいいま

す。） 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ

び新株予約権証券 

12. 証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいい、外国証券投

資信託の受益証券を除きます。） 

13. 投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。） 

14. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1 項第19号に定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。） 

15. 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号に定めるもので本邦通貨建のものとします。） 

16. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に表示されるべきもの 

なお、第1号の証券または証書、第15号の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性質を

有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第15号の証券のうち第2号

から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第12号の証券および第13号の

証券を以下「投資信託証券」といいます。 

②委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2

条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する

ことを指図することができます。 
1. 預金 

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 

③上記①項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金

融商品により運用することの指図ができます。 

④委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、

信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図はしません。 
⑤この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関す

る法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。 

1. 有価証券 

2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第27条、

第28条および第29条に定めるものに限ります。） 

3. 金銭債権（第1号、次号に掲げるものに該当するものを除きます。） 

4. 約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。） 

 

（３）【運用体制】 

A  運用機構と概要 

当社は、多様な運用スタイル、投資対象を有する商品を高い専門性を発揮して提供するため、

「組織運用制」と「ファンドマネージャー制」を採用しています。 

    B  意思決定プロセス 

①運用部門が、マクロ経済環境、市場環境に関する分析・検討を行います。 

          ②投資顧問契約先である、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社から、ボトムアッ



 

 

プ・ アプローチによる個別企業の調査・分析情報及び運用戦略情報に基づいた助言を受けます。 

       ③ファンドマネージャーは、上記調査・分析結果及び投資顧問契約先であるエンジェルジャパン・

アセットマネジメント株式会社からの投資助言を参考にして、運用戦略に沿った投資計画を作成

し、銘柄のスクリーニングを経て、実際の投資を行います。 

      ④運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および投資行動のチェックはパフォーマンス評価

委員会、リスク管理委員会で行われます。コンプライアンス・オフィサーによる投資行動の

チェック及び組入れ銘柄を継続的に注視します。組入れ時のシナリオに変化があれば見直しを実

施すべく運用部門に注意喚起を行います。運用部門はこれを受け、組入銘柄の見直しを実施しま

す。運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めて

います。 

 

※ 上記「（3）運用体制」は、今後変更になる場合があります。 

 

投資意思決定プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）【分配方針】 

A 収益分配方針 

年2回決算を行ない、毎決算毎に原則として以下の方針に基づいて分配を行ないます。 

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）の全額と

します。 

②分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の

場合には分配を行なわないことがあります。 

③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行ないます。 

B 収益の分配の計理 

①信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した

額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消

費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次

期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報

酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、

その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

 

投資銘柄の決定 

ポートフォリオへの組入れ

価格・出来高をチェックしながら

慎重に組入れを実施します。 

ポートフォリオ・マネージャーによって、投資顧

問契約先であるエンジェルジャパン・アセットマ

ネジメント株式会社からの助言を基に銘柄の選定

をします。 

投資顧問契約先からの助言 

投資ユニバース 

全上場・公開株式 

メンテナンス
ポートフォリオの特性を把握、組入れ銘柄を継続

的にウォッチし、組入れ時のシナリオに変化があ

れば見直しを実施します。

 

投資銘柄の選定 

経済情勢および各産業 

セクターの調査・分析 

投資顧問契約先であるエンジェルジャパン・アセッ
トマネジメント株式会社から、小型株に関する、詳
細なリサーチに基づく助言を受けます。 

スクリーニングを経て、具体的な投

資銘柄を決定します。 



 

 

C 収益分配金の交付 

毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日

目）までに収益分配金を支払います。支払いは、委託会社の指定する販売会社の営業所等におい

て行うものとします。受益者が、支払開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を

失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

（注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま

す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため

販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。「自動けいぞ

く投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資に

より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 
 

（５）【投資制限】 

A 信託約款に基づく主要な投資制限 

＜当ファンドの信託約款での主な投資制限＞ 

①親投資信託への投資割合には制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資は取得時において信託財産の純資産総額の20％

以下とします。 

③同一銘柄の株式への実質投資合は取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

④外貨建て資産への投資は行ないません。 

＜親投資信託の信託約款での主な投資制限＞ 

①株式への投資割合には制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資

産総額の5％以下とします。 

⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新

株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない

ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第

8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投

資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

⑦外貨建て資産への投資は行ないません。 

B 信託約款に基づくその他の投資制限 

＜同一銘柄の株式等への投資制限＞ 

①委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総

額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

②委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の

時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図はしません。 

＜同一銘柄の転換社債等への投資制限＞ 

①委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債の

うち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と

当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法

施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社

債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え

ることとなる投資の指図をしません。 

＜信用取引の指図範囲＞ 

①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う



 

 

ことの指図をすることができるものとします。 

②前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし

ます。 

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額

を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済

するための指図を行うこととします。 

＜先物取引等の運用指図＞ 

①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取

引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取

引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけ

るわが国の有価証券に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な

お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします。（以下同じ） 

②委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取

引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま

す。 

＜スワップ取引の運用指図・目的・範囲＞ 

①委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異

なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下

「スワップ取引｣といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款第4条に定める信託期

間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて

はこの限りではありません。 

③スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する

ものとします。 

④委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

＜金利先渡取引の運用指図＞ 

①委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引を行うことの指図を

することができます。 

②金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決算日が、原則として約款第4条に定める信託期間

を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものついてはこ

の限りではありません。 

③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、信託

財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資

産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ

た場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する

ものとします。 

④金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する

ものとします。 

⑤委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

＜有価証券の貸付の指図および範囲＞ 

①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各

号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価

合計額を超えないものとします。 

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する

公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

②前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す

る契約の一部の解約を指図するものとします。 

③委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし

ます。 



 

 

＜資金の借入れ＞ 

①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的

として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な

お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

②一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産

で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間

とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限

度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％

を超えないこととします。 

③借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

C 法令により制限される取引等 

  当ファンドに適用される投資信託及び投資法人に関する法律（以下、「投信法」といいます。）等

関連法令上により、後記に掲げる取引は、制限されます。 

①デリバティブ取引にかかる制限（金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣

府令第130条第1項第8号） 

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかか

る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が 

定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、

デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引お

よび選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないも

のとします。 

②同一法人の発行する株式への投資制限（投信法第9条、同法施行規則第20条） 

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託

につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をすることができ

る事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成

17年法律第86号）第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決

権を含みます。）の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超え

ることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとしま

す。 

 

３【投資リスク】 

 当ファンドは、金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。また、信託財

産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属することになります。 

 

A ファンドのもつリスクの特性 

 当ファンドの投資対象には、新興企業の株式が多く含まれます。一般に新興企業の株式は、発行済

株式時価総額及び取引される株式数が少なく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。

こうした株式への投資はボラティリティ（価格変動率）が比較的高く、概ね価格変動は大きくなる

傾向があります。主なリスクの分類につきましては、以下の通りです。 

①価格変動リスク 

一般に、国内株式の価格動向は対象国内および国際的な政治・経済情勢などの影響を受けて大きく

変動します。ファンドにおいては投資株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、

重大な損失が生じるリスクがあります。 

②流動性リスク 

一般に、市場規模や取引量が少ないために組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で

売買できない場合、不測の損失を被るリスクがあります。 

③ビジネスリスク 

一般に、投資した企業の経営等に重大な危険（経営不安、倒産等）が生じた場合には、ファンドに

も重大な損失が生じるリスクがあります。 

 



 

 

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 
 

＜その他の留意事項＞ 

 ◆解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク 
解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファ

ンドの基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては

基準価額が大きく変動する可能性があります。 

 ◆ファミリーファンド方式に関わる留意点 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とす

るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ

り、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響

が及ぶ場合があります。 

◆システムリスク・市場リスクなどに関する留意点 

証券市場は、国際的な経済事情の急変または予測が不可能な天災地変、政変、経済事情の変化、テ

ロ行為等、コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により市場の閉鎖や急

激な市況変動が起こることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない

場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。 
 

以下は投資信託についての一般的な留意事項になります。 

◆投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

◆投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

◆投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

 

B 投資リスクに対する管理体制 

 委託会社であるフォルティス・アセットマネジメント株式会社では、業務部門によって日々のト  

レード、約定、決済など、事務面での監視を実施しております。また同時に、コンプライアンス・

オフィサーによる法令および運用ガイドラインの遵守についてのモニタリングが実施されています。

なお、委託会社ではパフォーマンス評価委員会、リスク管理委員会により定期的チェックを行い、

更なるリスクの監視に努めています。尚、委員会および管理体制は変更される場合があります。 
 

①パフォーマンス評価委員会 

構成メンバー 運用部門、コンプライアンス・オフィサー、営業部門の代表者、業務部門の代表

者 

所管業務 運用ファンドに対する運用成績の評価と問題点の把握、市場リスク、信用リス

ク、流動性リスクの検証 

権限／責任範囲 運用成績改善要請、所管部門に対する問題点の是正勧告 

 

②リスク管理委員会 

構成メンバー 業務部門の代表者、コンプライアンス・オフィサー、営業部門の代表者、運用部

門の代表者 

所管業務 バック・オフィスに係わるリスクの検証 

権限／責任範囲 バック・オフィスに係わるリスクの提言  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

お申込手数料は、委託会社の指定する販売会社が基準価額の3.15％（税抜3.0％）を上限としてそれ

ぞれ別に定めることとします。 
 

（２）【換金（解約）手数料】 

①解約手数料 

解約手数料はありません。 

②信託財産留保額 

解約請求受付日の基準価額に対して0.5％を乗じて得た金額とします。 
 

（３）【信託報酬等】 

①信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.26％（税抜1.20％）の率を乗じて得た額とし

ます。 

委託会社 年0.3675％（税抜 年0.35％） 

販売会社 年0.7875％（税抜 年0.75％） 信託報酬の配分（年率） 

受託会社 年0.105％ （税抜 年0.10％） 

②前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③上記①項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から

支弁します。 

④委託会社は上記①項の基本報酬に加えて、運用実績が一定の水準以上に達したとき、次の項に掲げ

る基準および計算式で算出された金額を、委託会社の信託報酬のうち実績報酬として信託財産より

収受します。 

⑤実績報酬の基準 

委託会社は、決算日前日における基準価額が、過去の決算日における最も高い基準価額を超えた部

分について、同差額の21％（税抜20％）を実績報酬として受領します。 

    実績報酬は、次の計算式を用いて算出した額とします。 

[実績報酬算出日の前営業日の基準価額－過去の決算日における最も高い基準価額] 

×受益権総口数×21%（税込） 

上記の実績報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき（期中に一部解約が行われた場合には、当

該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含む）信託財産中から支弁します。また、信託報酬に

係る消費税等に相当する金額が、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁されます。 
 
（４）【その他の手数料等】 

  ファンドは以下の費用も間接的に負担します。 
①信託事務の諸費用 

・信託財産に関する租税 

・信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※1） 

・有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書等の法定書類等の作成及び印刷費用（※2） 

・信託事務の処理に要する諸費用 

②売買・保管等に要する費用 

・ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料等 

・先物・オプション取引に要する費用 

・その他の金融商品取引に要する費用 

③資金の借入れ 

信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当

該借入金の利息等 

④その他 

・受託会社の立て替えた立替金の利息 

・当該各費用に係る消費税相当額 

 

 



 

 

委託会社は、前記の監査費用（※1）及び法定書類等の費用（※2）をあらかじめ合理的に見積もっ

たうえで、信託財産の純資産総額に対して年率 0.105％（税抜 0.10％）を上限とする額を、かか

る費用の合計額とみなし、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが

出来ます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の

年率を見直して、これを変更することができます。 
 

※その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがある為、当該

費用および合計額（上限額等を含む）を表示することが出来ません。 
 
  上記ファンドで間接的にご負担いただく各当該費用に係る信託報酬、その他の費用の合計額、上限

額、計算方法等は、保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時、請求時に初めて具体

的な金額を認識するものがあったりすることから、予め具体的な金額等を記載することはできませ

ん。 
 

（５）【課税上の取扱い】 

日本の居住者（法人を含む）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなりま

す。なお、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることもあります。 

＜個別元本について＞ 

  ①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（お申込手数料及び当該お申込

手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う

つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

③同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行わ

れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎

に個別元本の算出が行われる場合があります。 

④受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除

した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（｢特別分配金｣については、下記の＜収益

分配金の課税について＞を参照。） 

 ＜収益分配金の課税について＞ 

   追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる｢普通分配金｣と、非課税扱いとなる｢特別

分配金｣（受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額

の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金

となります。当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、

その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通

分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本

から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 
＜法人、個人別の課税の取扱いについて＞ 

①個人の受益者に対する課税 

 平成23年12月31日まで 平成24年1月1日以降 

収益分配金の課税 収益分配金のうち課税対象となる普通

分配金については、10％（所得税7％

および地方税3％）の税率で源泉徴収

され確定申告不要となります。なお、

確定申告を行い、申告分離課税または

総合課税を選択することができます。

収益分配金のうち課税対象となる普通

分配金については、20％（所得税15％

および地方税5％）の税率で源泉徴収

され確定申告不要となります。なお、

確定申告を行い、申告分離課税または

総合課税を選択することができます。

解約時および償還時

の課税 

譲渡益（解約価額および償還価額から

取得費を控除した利益をいいます。）

については、譲渡所得として10％（所

得税7％および地方税3％）の税率が適

用され、申告分離課税となります。な

お、源泉徴収選択口座を選択した場合

には、原則として確定申告不要となり

ます。 

譲渡益（解約価額および償還価額から

取得費を控除した利益をいいます。）

については、譲渡所得として20％（所

得税15％および地方税5％）の税率が

適用され、申告分離課税となります。

なお、源泉徴収選択口座を選択した場

合には確定申告不要となります。 

 



 

 

＜損益通算について＞ 
解約時および償還時の損益については、確定申告により上場株式等との譲渡損益および申告分離

課税を選択した場合の上場株式等の配当所得との損益通算が可能となります。 
  

②法人の受益者に対する課税  

 平成23年12月31日まで 平成24年1月1日以降 

収益分配金 

解約時および償還時 

収益分配金のうち課税対象となる普通

分配金ならびに解約時および償還時の

個別元本超過額に対しては、7％（所

得税7％）の税率で源泉徴収されま

す。 

収益分配金のうち課税対象となる普

通分配金ならびに解約時および償還

時の個別元本超過額に対しては、

15％（所得税15％）の税率で源泉徴

収されます。 

  
   ※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。 

※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５【ファンドの運用状況】 

（１）【投資状況】 

平成21年12月末日現在 

資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 日本 1,320,069,203 100.25

現金・預金・その他の資産（負債控除後） △3,227,073 △0.25

合計（純資産総額） 1,316,842,130 100.00

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。 

（注２）投資比率は、小数第３位以下を四捨五入してあります。 

 

（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

A 評価額上位30銘柄 

平成21年12月末日現在 

順位 
国/

地域 
種類 銘柄名 数量（口） 

簿価単価 

簿価金額 

(円) 

評価単価 

評価金額 

(円) 

投資 

比率 

(％) 

1 日本 
親投資信託

受益証券 

フォルティス日本小型株

オープンマザーファンド 
4,772,484,466

0.3191 

1,522,899,794 

0.2766

1,320,069,203
100.25

 

B 種類別の投資比率 

平成21年12月末日現在 

種類 国内/外国 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 国内 100.25 

 

②【投資不動産物件】 

  該当事項はありません。 

 

③【その他の投資資産の主要なもの】 

  該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

 平成20年12月末日から平成21年12月末日における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下

のとおりです。 

純資産総額（百万円） 基準価額（円） 
年 月 日 

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第１期 （平成18年10月30日） 7,618 7,618 7,778 7,778

第２期 （平成19年５月１日） 4,940 4,940 6,372 6,372

第３期 （平成19年10月29日） 4,071 4,071 5,724 5,724

第４期 （平成20年４月28日） 2,385 2,385 3,699 3,699

第５期 （平成20年10月28日） 1,172 1,172 2,045 2,045

第６期 （平成21年４月28日） 1,221 1,221 2,304 2,304

第７期 （平成21年10月28日） 1,574 1,574 3,238 3,238

 平成20年12月末日 1,281 － 2,309 －

 平成21年１月末日 1,335 － 2,468 －

 平成21年２月末日 1,170 － 2,181 －

 平成21年３月末日 1,186 － 2,225 －

 平成21年４月末日 1,235 － 2,329 －

平成21年５月末日 1,421 － 2,700 －
 

平成21年６月末日 1,492 － 2,967 －

 平成21年７月末日 1,534 － 3,087 －

 平成21年８月末日 1,635 － 3,334 －

 平成21年９月末日 1,614 － 3,302 －

 平成21年10月末日 1,543 － 3,185 －

 平成21年11月末日 1,322 － 2,762 －

 平成21年12月末日 1,316 － 2,800 －

（注）上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。 

 

②【分配の推移】 

 １万口当たりの分配金（円） 

第１期計算期末 － 

第２期計算期末 － 

第３期計算期末 － 

第４期計算期末 － 

第５期計算期末 － 

第６期計算期末 － 

第７期計算期末 － 

 

③【収益率の推移】 

  収益率（％） 

第１期 （平成18年10月30日） △22.2

第２期 （平成19年５月１日） △18.1

第３期 （平成19年10月29日） △10.2

第４期 （平成20年４月28日） △35.4

第５期 （平成20年10月28日） △44.7

第６期 （平成21年４月28日） 12.7

第７期 （平成21年10月28日） 40.5

(注)各計算期間の収益率とは、計算期間末日の分配付基準価額から前期末日分配落基準価額を控除した額を前期末

日分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。 

 



（参考情報：フォルティス日本小型株オープンマザーファンドの投資状況・投資資産） 

（１）投資状況 

平成21年12月末日現在 

資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

 株式 日本 1,601,422,200 96.53 

 現金・預金・その他の資産（負債控除後） 57,569,045 3.47 

合計（純資産総額） 1,658,991,245 100.00 

（注１）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。 

（注２）投資比率は、小数第３位以下を四捨五入してあります。 

 

（２）投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

A 評価額上位30銘柄 

平成21年12月末日現在 

順位 
国/  

地域 
種類 銘柄名 業種 

数量 

（株） 

簿価単価  

簿価金額 

（円） 

時価単価  

評価金額 

（円） 

投資

比率

（％）

1 日本 株式 フルヤ金属       その他製品 6,900
11,300 

77,970,000 

9,700

66,930,000
4.03 

2 日本 株式 スタートトゥデイ    小売業 365
186,900 

68,218,500 

170,500

62,232,500
3.75 

3 日本 株式 日本Ｍ＆Ａセンター   サービス業 177
396,000 

70,092,000 

345,000

61,065,000
3.68 

4 日本 株式 グリー         
情報・通信

業 
10,500

5,110 

53,655,000 

5,720

60,060,000
3.62 

4 日本 株式 第一精工        電気機器 15,400
4,210 

64,834,000 

3,900

60,060,000
3.62 

6 日本 株式 インフォマート     サービス業 240
257,700 

61,848,000 

244,400

58,656,000
3.54 

7 日本 株式 
シップヘルスケアホール

ディングス     
卸売業 1,120

53,800 

60,256,000 

50,800

56,896,000
3.43 

8 日本 株式 ネクスト        サービス業 561
117,800 

66,085,800 

100,000

56,100,000
3.38 

9 日本 株式 大研医器        精密機器 46,000
1,404 

64,584,000 

1,111

51,106,000
3.08 

10 日本 株式 クックパッド      サービス業 6,700
8,872 

59,440,741 

7,200

48,240,000
2.91 

11 日本 株式 エヌ・ピー・シー    機械 20,000
2,309 

46,172,989 

2,400

48,000,000
2.89 

12 日本 株式 タケエイ        サービス業 36,000
1,330 

47,880,000 

1,330

47,880,000
2.89 

13 日本 株式 ＭｏｎｏｔａＲＯ    小売業 44,900
1,538 

69,056,200 

1,062

47,683,800
2.87 

14 日本 株式 エス・エム・エス    サービス業 330
222,600 

73,458,000 

141,900

46,827,000
2.82 

15 日本 株式 ビットアイル      
情報・通信

業 
820

59,400 

48,708,000 

56,900

46,658,000
2.81 

16 日本 株式 デジタルハーツ     
情報・通信

業 
285

232,500 

66,262,500 

162,100

46,198,500
2.78 

17 日本 株式 データホライゾン    
情報・通信

業 
22,200

2,020 

44,844,000 

1,991

44,200,200
2.66 



順位 
国/  

地域 
種類 銘柄名 業種 

数量 

（株） 

簿価単価  

簿価金額 

（円） 

時価単価  

評価金額 

（円） 

投資

比率

（％）

18 日本 株式 フリービット      
情報・通信

業 
120

429,000 

51,480,000 

348,000

41,760,000
2.52 

19 日本 株式 イー・ギャランティ   
その他金融

業 
170

234,000 

39,780,000 

245,000

41,650,000
2.51 

20 日本 株式 大幸薬品        医薬品 19,000
3,415 

64,875,890 

1,922

36,518,000
2.20 

21 日本 株式 ＳＨＯ－ＢＩ      その他製品 47,500
1,038 

49,323,168 

740

35,150,000
2.12 

22 日本 株式 ウェルネット      サービス業 563
63,600 

35,806,800 

62,000

34,906,000
2.10 

23 日本 株式 ＦＣＭ         非鉄金属 17,000
1,860 

31,620,000 

1,845

31,365,000
1.89 

24 日本 株式 アサックス       
その他金融

業 
413

78,200 

32,296,600 

75,000

30,975,000
1.87 

25 日本 株式 
ダイセキ環境ソリューシ

ョン        
建設業 270

138,900 

37,503,000 

113,300

30,591,000
1.84 

26 日本 株式 ソケッツ        
情報・通信

業 
12,600

3,120 

39,312,000 

2,220

27,972,000
1.69 

27 日本 株式 
アイケイコーポレーショ

ン         
卸売業 900

30,800 

27,720,000 

27,800

25,020,000
1.51 

28 日本 株式 リニカル        サービス業 37,200
875 

32,550,000 

626

23,287,200
1.40 

29 日本 株式 
メディサイエンスプラニ

ング        
サービス業 18,400

1,228 

22,595,200 

1,150

21,160,000
1.28 

30 日本 株式 エスアールジータカミヤ サービス業 50,100
474 

23,747,400 

422

21,142,200
1.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B 業種別の投資比率 

平成21年12月末日現在 

種類 国/地域 業種 投資比率（％） 

サービス業 29.75 

情報・通信業 23.69 

小売業 7.49 

その他製品 6.15 

卸売業 5.62 

機械 4.42 

その他金融業 4.38 

精密機器 4.10 

電気機器 3.62 

医薬品 2.20 

非鉄金属 1.89 

建設業 1.84 

不動産業 1.29 

株式 日本 

化学 0.09 

合計 96.53 

 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③その他の投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 



 

 

６【手続等の概要】 

（１）申込（販売）手続等 

当ファンドの取得の申込みは、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所において、原則として

営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該受付時間を過ぎての申込みは、翌営業日の

受付とさせていただきます。 

 

お申込単位 

一般コース：1万口以上1万口単位 

自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 

 

自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する際のお買付単位は1口単位となり無手数料の取扱

いとなります。詳細は、販売会社窓口にてお尋ね下さい。 

 

※ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振

替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増

加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え

に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託

会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また

は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、

委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ

の新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加

信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知

を行ないます。 
 

（２）換金（解約）手続等 
①受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に下記の単位をもって一部解約の実行を請求

することができます。 

一般コース：1万口単位 

自動けいぞく投資コース：1口単位 
②委託会社は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

なお、上記①項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等

に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当

該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい

当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗

じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 

④一部解約の申込の受付時間は午後3時までとします。 

⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払

います。 
 

７【管理及び運営の概要】 

（１）資産の評価 

A  基準価額の算出方法 

       基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団

法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 

B  基準価額の算出頻度と照会方法 

 基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および委託会社が指定する販売会

社で入手できます。基準価額は、フォルティス・アセットマネジメント株式会社のホームページ

（www.fortis-am.com）でご覧になれます。また、基準価額は翌日の日本経済新聞に掲載されます。 
 

 



 

 

（２）保管 

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、

受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。 

 

（３）信託期間 

 信託期間は無期限とします。 

 

（４）計算期間 

この信託の計算期間は、毎年4月29日から10月28日および10月29日から翌年4月28日までとします。

ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、

その翌日より次の計算期間が開始します。 

 

（５）受益者の権利等 

①分配金、償還金受領権 

 受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利

を有します。また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開

始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。 

（注）ファンドの分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている

受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者

を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込

者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。「自動

けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投

資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

②受益権の一部解約請求権 

 受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。 

③受益権均等分割 

受益者は、所有する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。 

 受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。 

④帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請

求することができます。 

⑤当初の受益者 

ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込

者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

⑥委託会社の免責 

上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、委託会社は販売会社

に対する支払いをもって免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、

償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額（および委託会社が一定期間経過後、販売会

社より回収した金額があればその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。 

⑦投資信託約款の重大な内容の変更、信託契約の解約に係る異議申立権 

委託会社が後記「1.資産管理等の概要（６）その他（Ⅰ）ファンドの償還条件」に規定する信託の

解約または「（Ⅳ）信託約款の変更等」に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、その

変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に委託会社に対して異議を述べるこ

とができます。ただし、信託の解約の場合において、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得

ない事情が生じている場合であって、異議を申立てることのできる期間が1ヶ月を下らずに信託の解

約の公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、適用しません。 

⑧異議申立てを行った受益者の買取請求権 

前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産を

もって買い取るべき旨を請求することができます。買取請求の取扱いについては、委託会社、受託

会社および販売会社の協議により決定するものとします。上記の買取請求の内容および手続きに関

する事項は、後記「1.資産管理等の概要（６）その他（Ⅰ）ファンドの償還条件」または「（Ⅳ）

信託約款の変更等」に規定する公告または書面に付記します。 



 

 

⑨受益者集会 

受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。 
 

（６）その他 

（Ⅰ）ファンドの償還条件 

A  信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が10億口を下ることと

なった場合は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約

を解約し、信託を終了させることができます。 

B  委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め

るとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約

し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう

とする旨を監督官庁に届け出ます。 
 

（Ⅱ）償還金について 

償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の

振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受

益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支

払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則

として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振

替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数

と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、委託会社の指定する販売会

社の営業所等において行います。 

 受益者が、支払開始日から10年間その支払いを請求をしないときはその権利を失い、委託会社が受

託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 
 

（Ⅲ）信託金限度額 

 委託会社は、受託会社と合意のうえ、200億円を限度として信託金を追加することができます。追加

信託が行われたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。また、委託

会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 

 

（Ⅳ）約款の変更 

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、

受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

 

（Ⅴ）公告 

  委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 
 



 

 

第２【財務ハイライト情報】    

  

◆以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載さ

れている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 
 
◆ファンドの財務諸表については、あらた監査法人により監査を受けております。また、当該監査法人

による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に

記載されている「財務諸表」に添付されています。 
 

１【財務諸表】 

エース新小型成長株オープン 

 

（１）【貸借対照表】 

第6期 第7期 

（平成21年4月28日現在） （平成21年10月28日現在）区分 
注記  

番号 
金額（円） 金額（円） 

資産の部   

  流動資産   

    親投資信託受益証券   1,221,720,741 1,574,835,360 

    未収入金   8,489,933 10,283,515 

    流動資産合計   1,230,210,674 1,585,118,875 

  資産合計   1,230,210,674 1,585,118,875 

負債の部    

  流動負債    

    未払解約金   － 618,830 

    未払受託者報酬   651,400 791,054 

    未払委託者報酬   7,165,320 8,701,533 

    その他未払費用   651,284 790,928 

    流動負債合計   8,468,004 10,902,345 

  負債合計   8,468,004 10,902,345 

純資産の部    

 元本等    

  元本 ※1，※2 5,302,888,885 4,861,695,119 

   剰余金    

      期末剰余金又は期末欠損金(△) ※3 △4,081,146,215 △3,287,478,589 

   （分配準備積立金）   18 524

   元本等合計   1,221,742,670 1,574,216,530 

 純資産合計   1,221,742,670 1,574,216,530 

負債純資産合計   1,230,210,674 1,585,118,875 

 



 

 

（２）【損益及び剰余金計算書】 

第6期 第7期 

自  平成20年10月29日 自  平成21年４月29日 

至  平成21年４月28日 至  平成21年10月28日 
区分 

注記

番号

金額（円） 金額（円） 

営業収益   

  受取利息   18 － 

  有価証券売買等損益   156,462,777 490,292,265 

  営業収益合計   156,462,795 490,292,265 

営業費用    

  受託者報酬   651,400 791,054 

  委託者報酬   7,165,320 8,701,533 

  その他費用   651,284 790,928 

  営業費用合計   8,468,004 10,283,515 

営業利益又は営業損失(△)   147,994,791 480,008,750 

経常利益又は経常損失(△)   147,994,791 480,008,750 

当期純利益又は当期純損失(△)   147,994,791 480,008,750 

一部解約に伴う当期純利益金額の分

配額又は一部解約に伴う当期純損失

金額の分配額(△) 

  10,743,167 26,134,759

期首剰余金又は期首欠損金(△)   △4,561,859,051 △4,081,146,215 

剰余金増加額又は欠損金減少額   344,718,256 345,196,510

当期一部解約に伴う剰余金増加額

又は欠損金減少額 
  344,718,256 345,196,510

当期追加信託に伴う剰余金増加額

又は欠損金減少額 
  － －

剰余金減少額又は欠損金増加額   1,257,044 5,402,875

当期一部解約に伴う剰余金減少額

又は欠損金増加額 
  － －

当期追加信託に伴う剰余金減少額

又は欠損金増加額 
  1,257,044 5,402,875

分配金 ※1 － － 

期末剰余金又は期末欠損金(△)   △4,081,146,215 △3,287,478,589 

 

（３）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

第6期 第7期 

自  平成20年10月29日 自  平成21年４月29日 区分 

至  平成21年４月28日 至  平成21年10月28日 

有価証券の評価基準

及び評価方法 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評価して

おります。時価評価にあたっては、親投

資信託受益証券の基準価額に基づいて評

価しております。 

親投資信託受益証券 

同左 

 

 

 



 

 

第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 

ファンドの受益権は振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権を取り扱う振替機関が社

振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、

当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、

振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

A 名義書換 

該当次項はありません。 
B 受益者等名簿 

 作成しません。 

C 受益者等に対する特典 

 該当するものはありません。 

D 受益者集会等 

 該当するものは存在しません。 

E 受益権の譲渡および譲渡制限等 

 （イ）受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の

口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま

たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場

合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み

ます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記

録が行なわれるよう通知するものとします。 

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合

等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振

替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 （ロ）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対

抗することができません。 

F  受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行さ

れた場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均

等に再分割で  

きるものとします。 

G  償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以

前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定

された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払います。 

H  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によ

るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４【ファンドの詳細情報の項目】 

当ファンドの有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は下記のとおりです。 

 

第１ファンドの沿革 

第２手続等 

  １申込（販売）手続等 

  ２換金（解約）手続等 

第３管理及び運営 

  １資産管理等の概要 

   （１）資産の評価、（２）保管、（３）信託期間、（４）計算期間、（５）その他 

  ２受益者の権利等 

第４ファンドの経理状況 

  １財務諸表 

   （１）貸借対照表、（２）損益及び剰余金計算書、（３）注記表、（４）附属明細表 

  ２ファンドの現況 

   純資産額計算書 

第５設定及び解約の実績 
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追加型証券投資信託 

エース新小型成長株オープン 

 

－運用の基本方針－ 

 

約款の第22条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 １．基本方針 

この投資信託は、ファミリーファンド方式により、わが国金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に

規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引

所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の

取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）上場株式のう

ち小型株を主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 

２．運用方法 

（1） 投資対象 

主として、フォルティス日本小型株オープンマザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）受益証

券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 

（2） 投資態度 

  ①親投資信託受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向等によっては組入 

比率を引き下げることもあります。また、市況動向によっては有価証券への直接投資を行うこともあり

ます。 

  ②株式以外の資産への実質投資割合（親投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信 

託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として信託財産の総額の30％以下とします。 

  ③親投資信託の運用に関してはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けま

す。 
 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす

状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま

す。 

（3）投資制限 

①親投資信託への投資割合には制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資は取得時において信託財産の純資産総額の20％以下

とします。 

③同一銘柄の株式への実質投資合は取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

④外貨建て資産への投資は行ないません。 

３．収益分配方針 

年2回決算を行い、毎決算毎に原則として以下の方針に基づいて分配を行います。 

①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

②分配金額は、毎期、委託者が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の

場合などを理由に、分配を行わないことがあります。 

③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 
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追加型証券投資信託 エース新小型成長株オープン  

信託約款 

 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第1条  

この信託は証券投資信託であり、フォルティス・アセット

マネジメント株式会社を委託者とし、三菱 UFJ 信託銀行株式

会社を受託者とします。 

②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に

関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を

受けます。 

③受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任と

して、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の

兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金

融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託

業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以

下この条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、

これを委託することができます。 

④前項における利害関係人に対する業務の委託については、

受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうもの

とします。 

【信託の目的および金額】 

第2条  

委託者は受益者のために利殖の目的をもって金59億1,632

万3,408円を信託し、受託者はこれを引受けます。 

【信託金の限度額】 

第3条  

委託者は、受託者と合意のうえ、金200億円を限度として

信託金を追加することができます。 

②追加信託が行なわれたときは、受託者はその引受けを証す

る書面を委託者に交付します。 

③委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更す

ることができます。 

【信託の期間】 

第4条  

この信託の期間は、信託契約締結日から第44条第8項、第

48条第1項、第49条第1項、第50条第1項、第52条第2項の規定

による信託終了の日または信託契約解約の日とします。 

【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第5条  

この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品

取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する勧誘のうち

投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公

募により行なわれます。 

【当初の受益者】 

第6条  

この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委

託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割さ

れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰

属します。 

【受益権の分割および再分割】 

第7条  

委託者は、第2条の規定による受益権については59億1,632

万3,408口に、追加信託によって生じた受益権については、

これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均

等に分割します。 

②委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、

株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と

協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの

とします。 

【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第8条  

追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、

当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

②この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産

（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団

法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託

財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産

総額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した

金額をいいます。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第9条  

この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差

異を生ずることはありません。 

【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第10条  

この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律

（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」

となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替

に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）

の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者が

あらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意

した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」を

いい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機

関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま

す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

ります（以下、振替口座簿に記載または記録されることによ

り定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法

の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当

該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業

を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が

ある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しま

せん。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により

受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名

式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受

益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな

いものとします。 

③委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、

振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をする

ため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうもの

とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があ

った場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿

への新たな記載または記録を行ないます。 

④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入

簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則

としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受
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益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、

当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1

月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成

19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請し

ます。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権に

ついては、信託期間中において委託者が受益証券を確認した

後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または

記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以

降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を

含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替

受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの

信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場

合において、委託者の指定する販売会社（金融商品取引法第

28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および

外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者

をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任するこ

とができます。 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第10条の2  

受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信

託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受

益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

【受益権の申込単位および価額】 

第11条  

委託者の指定する販売会社は、第7条第1項の規定により分

割される受益権を、その取得申込者に対し、1万口以上1万口

単位もしくは1万円以上1円単位をもって取得申込に応じる

ことができるものとします。ただし、委託者の指定する販売

会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約

（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込

者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込みに応ずること

ができるものとします。 

②前項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、

手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以

下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価

額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にか

かる受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数

料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

③前項の手数料の額は、委託者の指定する販売会社が3％を

上限としてそれぞれ独自に定めるものとします。 

④取得申込の受付は午後3時までとします。（わが国の金融

商品取引所の半休日の場合の受付は午前11時までとしま

す。） 

⑤第1項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得

申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託

の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すも

のとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載

または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する販売会

社は、当該取得申込の代金（第2項の受益権の価額に当該取

得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き

換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載

または記録を行なうことができます。 

⑥前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等

における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事

情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止するこ

とおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す

ことができます。 

【受益証券の種類】 

第12条 ＜削除＞ 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

第13条  

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該

受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの

とします。 

②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲

渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受

人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口

座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振

替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受

人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機

関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、

譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記

録が行なわれるよう通知するものとします。 

③委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の

譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替

口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した

振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認める

ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替

停止日や振替停止期間を設けることができます。 

【受益権の譲渡の対抗要件】 

第14条  

受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載ま

たは記録によらなければ、委託者および受託者に対抗するこ

とができません。 

【無記名式の受益証券の再交付】 

第15条 ＜削除＞ 

【記名式の受益証券の再交付】 

第16条 ＜削除＞ 

【受益証券の毀損した場合等の再交付】 

第17条 ＜削除＞ 

【受益証券の再交付の費用】 

第18条 ＜削除＞ 

【投資の対象とする資産の種類】 

第19条  

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲

げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1

項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。 

1. 有価証券 

2.  デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条  

第20項に規定するものを いい、約款第27条、第28条お

よび第29条に定めるものに限ります。） 

3. 金銭債権（第1号、次号に掲げるものに該当するもの  

を除きます。） 

4. 約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるも    

のを除きます。） 

【運用の指図範囲】 

第20条  

委託者は、信託金を主としてフォルティス・アセットマネ

ジメント株式会社を委託者とし、三菱 UFJ 信託銀行株式会社

を受託者として締結されたフォルティス日本小型株オープ

ンマザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）受益

証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規

定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。）に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 
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2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株 

引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」と

いいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条  

第1項第4号に定めるものをいいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

（金融商品取引法第2条第1項第6号に定めるものをいい

ます。） 

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法

第2条第1項第7号に定めるものをいいます。） 

9. 特定目的別会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第

2条第1項第8号に定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受

権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

12. 証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1  

項第10号に定めるものをいい、外国証券投資信託の受益

証券を除きます。） 

13. 投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号に定める  

ものをいいます。） 

14. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引 

法第2条第1 項第19号に定めるものをいい、有価証券に

係るものに限ります。） 

15. 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号に定める 

もので本邦通貨建のものとします。） 

16. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第 

1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示

されるべきもの 

なお、第1号の証券または証書、第15号の証券または証書の

うち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株

式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第15号の証

券のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを

以下「公社債」といい、第12号の証券および第13号の証券を

以下「投資信託証券」といいます。 

②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に

掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に

より運用することを指図することができます。 

1．預金 

2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定

する受益証券発行信託を除きます。） 

3．コール・ローン 

4．手形割引市場において売買される手形 

5．抵当証券 

③第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、

投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認める

ときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに

掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証

券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総

額の100分の20を超えることとなる投資の指図はしません。 

【受託者の自己または利害関係人等との取引】 

第21条  

受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないもので

あり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律な

らびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、

受託者および受託者の利害関係人、第32条第1項に定める信

託業務の委託先およびその利害関係人または受託者におけ

る他の信託財産との間で、第19条および第20条第1項および

第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行う

ことができます。 

②前項の取扱いは、第26条ないし第29条、第30条、第35条に

おける委託者の指図による取引についても同様とします。 

【運用の基本方針】 

第22条  

委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用

の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

【投資する株式等の範囲】 

第23条  

委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券お

よび新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場され

ている株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引

所に準ずるものとして別に定める市場において取引されて

いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主

割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証

券および新株予約権証券については、この限りではありませ

ん。 

②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、

新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等におい

て上場または登録されることが確認できるものについては、

委託者が投資することを指図することができるものとしま

す。 

【同一銘柄の株式等への投資制限】 

第24条  

委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株

式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え

ることとなる投資の指図をしません。 

②委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新

株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産

の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図は

しません。 

【同一銘柄の転換社債等への投資制限】 

第25条  

委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転

換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第

1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で

あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施

行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ

る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」

といいます。）の時価総額が、信託財産の純資産総額の100

分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

【信用取引の指図範囲】 

第26条  

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取

引により株券を売付けることの指図をすることができます。

なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買

戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま

す。 

②前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総

額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る
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建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとな

った場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売

付けの一部を決済するための指図を行うこととします。 

【先物取引等の運用指図】 

第27条  

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国

の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引

法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証

券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲

げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金

融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券に係

るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるも

のとします。（以下同じ） 

②委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引お

よびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国

の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図

をすることができます。 

【スワップ取引の運用指図・目的・範囲】 

第28条  

委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに

価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または

異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換

する取引（以下「スワップ取引｣といいます。）を行うことの

指図をすることができます。 

②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、

原則として第4条に定める信託期間を超えないもとのします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

③スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢

金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるい

は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れ

の指図を行うものとします。 

【金利先渡取引の運用指図】 

第29条  

委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する

ため金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

②金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決算日が、

原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの

ついてはこの限りではありません。 

③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金

利先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を

超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由

により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元

本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった

場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する金利

先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 

④金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢

金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

⑤委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるい

は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れ

の指図を行うものとします。 

【有価証券の貸付の指図および範囲】 

第30条  

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財

産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の

指図をすることができます。 

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計

額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない

ものとします。 

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面

金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額

の合計額を超えないものとします。 

②前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を

指図するものとします。 

③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、

担保の受入れの指図を行うものとします。 

【有価証券の保管】 

第31条 ＜削除＞ 

【信託業務の委託等】 

第32条  

受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、

信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、

以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関

係人を含みます。）を委託先として選定します。 

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に   

懸念がないこと 

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確

実に処理する能力があると認められること 

3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産そ   

の他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備さ

れていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が   

整備されていること 

②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該

委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認

するものとします。 

③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁

量性のないものに限ります。）を、受託者および委託者が適

当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託す

ることができるものとします。 

1．信託財産の保存に係る業務 

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用ま

たは改良を目的とする業務 

3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の

信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 

4．受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有す

る行為 
【混蔵寄託】 

第33条  

金融機関または販売会社から、売買代金および償還金等に

ついて円貨で約定し円貨で 決済する取引により取得した外

国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融

機関または販売会社が保管契約を締結した保管機関に当該

金融機関または販売会社の名義で混蔵寄託できるものとし

ます。 

【信託財産の登記等および記載等の留保等】 

第34条  

信託の登記または登録をすることができる信託財産につ

いては、信託の登記または登録をすることとします。ただし、

受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保するこ

とがあります。 
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②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者

または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登

録をするものとします。 

③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができ

る信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記

録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別

して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、

その計算を明らかにする方法により分別して管理すること

があります。 

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別するこ

とができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法に

より分別して管理することがあります。 

【一部解約の請求の指図および有価証券売却および再投資

の指図】 

第35条  

委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に

係る信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の

指図ができます。 

②委託者は、前項の規定による一部解約の代金、売却代金、

有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に

係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資す

ることの指図ができます。 

【損益の帰属】 

第36条  

委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益

および損失は、すべて受益者 に帰属します。 

【資金の借入れ】 

第37条  

委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性

をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約

に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含

みます。）を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じ

る場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、

当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし

ます。 

②一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益

者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証

券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代

金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代

金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで

の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入

額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等

の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、

借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％

を超えないこととします。 

③借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

【受託者による資金の立替え】 

第38条  

信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発

行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、

受託者は資金の立替えをすることができます。 

②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分

配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他

の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるも

のがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れ

ることができます。 

③前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委

託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。 

【信託の計算期間】 

第39条  

この信託の計算期間は、毎年4月29日から10月28日および

10月29日から翌年4月28日までとします。ただし、各計算期

間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の

最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。

なお、第1期の計算期間は平成18年2月28日から平成18年10

月30日までとします。 

【信託財産に関する報告】 

第40条  

受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関す

る報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に

関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

【信託事務等の諸費用】 

第41条  

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用お

よび受託者の立替えた立替金 の利息、信託財産の財務諸表

の監査に要する費用、有価証券届出書、目論見書、有価証券

報告書、運用報告書の作成・印刷費用ならびに当該費用に係

る消費税等相当額（以下「諸経費」といいます。）は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。 

②委託者は、前項の信託財産の財務諸表の監査に要する費用、

有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書の

作成・印刷費用をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信

託財産の純資産総額に対して年率 0.105％（税抜 0.10％）

を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際ま

たは予想される金額を上限として、信託財産より受領するこ

とが出来ます。ただし、委託者は信託財産の規模等を考慮し

て、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、こ

れを変更することができます。 

上記の諸費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上され

ます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、

信託財産中から支弁されます。 

【信託報酬の額および支弁の方法】 

第42条  

委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定す

る計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000

分の120の率を乗じて得た額とします。なお、委託者と受託

者との間の配分は、別に定めます。 

②前項の信託報酬は、毎計算期間のおよび毎計算期末、また

は信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③第1項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額は、信

託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。 

④委託者は第1項の基本報酬に加えて、運用実績が一定の水

準以上に達したとき、次の項に掲げる基準および計算式で算

出された金額を、委託者の信託報酬のうち実績報酬として信

託財産より収受します。 

⑤実績報酬の基準 

委託者は、決算日前日における基準価額が、過去の決算日に

おける最も高い基準価額を超えた部分について、同差額の

21％（税抜20％）を実績報酬として受領します。実績報酬は、

次の計算式を用いて算出した額とします。 

[実績報酬算出日の前営業日の基準価額－過去の決算日にお

ける最も高い基準価額]×受益権総口数×21%（税込） 

上記の実績報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき（期

中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当
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する分の実績報酬額を含む）信託財産中から支弁します。ま

た、信託報酬に係る消費税等に相当する金額が、信託報酬支

弁のときに信託財産中から支弁されます。 

【収益の分配方式】 

第43条  

信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法

により処理します。 

1．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等

に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等

収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信

託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後、

その残金を受益者に分配することができます。なお、次

期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立

金として積み立てることができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」

といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬

に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金

のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、

受益者に分配することができます。なお、次期以降の分

配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み

立てることができます。 

②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期

に繰り越します。 

【信託の一部解約】 

第44条  

受益者（委託者の指定する販売会社を含みます。以下本条

において同じ。）は、自己に帰属する受益権につき、委託者

に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができま

す。 

②委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合

には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部

解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されて

いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託

契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部

解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうも

のとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお

いて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準

価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財

産留保額として控除した価額とします。 

④一部解約の申込の受付は午後3時までとします。（わが国

の金融商品取引所の半休日の場合の受付は午前11時までと

します。） 

⑤平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解

約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販

売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。た

だし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われ

ることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に

行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確

実なこの信託の受益証券をもって行なうものとします。 

⑥委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機

能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項によ

る一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび

すでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り

消すことができます。 

⑦前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止され

た場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が

その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益

権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最

初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付け

たものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑧委託者は、信託契約の一部を解約することによりこの信託

の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合は、受託者

と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、

この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

⑨委託者は、前項の事項について、あらかじめこれを公告し、

かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、

すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行いません。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第45条  

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の

指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振

替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配

金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわ

れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配

金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得

申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で

記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払います。なお、平成19年1月4日

以降においても、第46条に規定する時効前の収益分配金にか

かる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、

当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 

②償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益

権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日

後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受

益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権

にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設

定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定

する販売会社の名義で記載または記録されている受益権に

ついては原則として取得申込者とします。）に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等

に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当

該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なう

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。ま

た、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、

信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証

券と引き換えに当該受益者に支払います。 

③一部解約金（第44条第3項の一部解約の価額に当該一部解

約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）は、第44条

第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則と

して、5営業日目から当該受益者に支払います。 

④前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の

支払いは、委託者の指定する販売会社の営業所等において行

なうものとします。 

⑤収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金

は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じ

て計算されるものとします。 

【収益分配金および償還金の時効】 

第46条  

受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支

払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに

信託終了による償還金について前条第2項に規定する支払開
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始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払い

に関する受託者の免責】 

第47条  

受託者は、収益分配金については第45条第1項に規定する

支払開始日までに、償還金については第45条第2項に規定す

る支払開始日までに、一部解約金については第45条第3項に

規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口

座等に払い込みます。 

②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等

に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、

受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 

第47条の2  

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録され

ている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行

の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等につい

ては、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがっ

て取り扱われます。 

【信託契約の解約】 

第48条  

委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約する

ことが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを

得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信

託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場

合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を

監督官庁に届け出ます。 

②委託者は、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株

式会社との間で締結している投資顧問契約（助言契約）が解

約された場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ監督官

庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終

了させることができます。 

③委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよう

とする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託

契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行ないません。 

④前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定

の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記しま

す。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口

数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信

託契約の解約をしません。 

⑥委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、

解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項

を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と

して、公告を行いません。 

⑦第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、

真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の

一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を

行うことが困難な場合には適用しません。 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第49条  

委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受け

たときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終

了させます。 

②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更

しようとするときは、第53条（信託約款の変更）の規定にし

たがいます。 

【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 

第50条  

委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散した

ときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約

を解約し、信託を終了させます。 

②この信託は、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の

業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、

この信託は、第53条第4項に該当する場合を除き、当該投資

信託委託会社と受託者との間において存続します。 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第51条  

委託者は、事業の全部又は一部を譲渡をすることがあり、

これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあ

ります。 

②委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させるこ

とがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継さ

せることがあります。 

【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 

第52条  

受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任すること

ができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な

事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託

者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、

または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は新受託者を

選任します。 

②受託者が辞任した後、委託者が新受託者を選任できないと

き、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

【信託約款の変更】 

第53条  

委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、

この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ま

す。 

②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なもの

について、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約

款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ

の信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付した

ときは、原則として、公告を行いません。 

③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定

の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記しま

す。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口

数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信

託約款の変更をしません。 

⑤委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、

変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項

を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と

して、公告を行いません。 

【反対者の買取請求権】 

第54条  

第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する

信託約款の変更を行なう場合において、第48条第4項または
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前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受

益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産

をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取

請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第48

条第3項または前条第2項に規定する公告または書面に付記

します。 

【公告】 

第55条  

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載

します。 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第56条  

この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者

と受託者との協議により定めます。 

 

【付 則】 

第1条  

第45条第5項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行

令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権

の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど

当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時

の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の

受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平

均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

第2条  

平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第12条（受益証

券の種類）から第18条（受益証券の再交付の費用）の規定お

よび受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託

者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に

は、なおその効力を有するものとします。 

第3条  

第29条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、

あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）

における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」

といいます。）までの期間に係る国内または海外において代

表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約

に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数

値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当

該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定

めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値

を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で

決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約

する取引をいいます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

信託契約締結日  平成18年2月28日 

 

委託者 フォルティス・アセットマネジメント株式会社 

           

受託者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 
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親投資信託 
フォルティス日本小型株オープンマザーファンド 

 

－運用の基本方針－ 
 

約款の第15条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、わが国金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所およ

び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、

有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および

当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）上場株式のうち小型株を主要な投

資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 

２．運用方法 

（1）投資対象 

わが国金融商品取引所上場株式のうち小型株を主要な投資対象とします。 

(2) 投資態度 

①企業業績、株価ともに今後の成長性に注目し、潜在成長力が高いと見込まれる革新的な高成長企業の

株式を厳選して分散投資します。 

②組入銘柄の選定にあたっては企業訪問によるボトムアップ・リサーチを基本とし、（イ）中長期高成長

戦略の有無、妥当性、（ロ）短期的業績の信頼性、（ハ）企業経営者の理念、志、（ニ）財務面の裏付け

などを中心に成長性、収益性、安全性、革新性、株価水準を総合的に評価判断します。 

③株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の総額の30％以下とします。 
④なお、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支

障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない

場合があります。 
（3）投資制限 

①株式への投資割合には制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％

以下とします。 

③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産

総額の5％以下とします。 

⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予

約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら

かじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新

株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、取得時において信

託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

⑦外貨建て資産への投資は行ないません。 
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1．  この目論見書により行う「エース新小型成長株オープン」の受益権の募集については、委託会社は、 金

融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成22年1月28日に関東財務局長に提出しており、

その届出の効力は平成22年1月29日に生じております。 

2.   本書は、金融商品取引法第13条第2項第2号に定める内容を記載した目論見書（請求目論見書）です。 

3.   当ファンドは値動きのある金融商品に投資を行なう為、基準価額は日々変動します。したがって、当ファン   

ドの運用成果（基準価額）は運用実績により変動し、投資した資産の減少を含むリスクは当ファンドの受益

者に帰属します。 

4.  投資信託は預金・金融債・保険契約ではなく、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま   

せん。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。投資信託の設定・運用は、投資信託

委託会社が行います。 
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